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財政援助を行った団体の監査結果報告書

の提出について 

 

 

地方自治法第１９９条第７項の規定に基づき，平成２６年度に財政援助を行った団体の監

査を実施したので，その結果報告書を同条第９項の規定により提出します。 
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第１ 監査の対象 

 対象とした財政援助団体（以下「団体」という。）及び補助金名等は次のとおりである。 

１ ひたちなか市認定農業者の会 会長 安富生 

（１）補助金名 平成２６年度ひたちなか市認定農業者の会運営補助金 

（２）補助金額 ３００，０００円 

（３）所管課  経済部農政課 

 ２ 一般社団法人 ひたちなか青年会議所 理事長 吉川大介 

（１）補助金名 平成２６年度ひたちなか青年会議所ティーンズロック事業補助金 

（２）補助金額 ２，９００，０００円 

（３）所管課  経済部観光振興課 

３ 那珂湊地区漁港をきれいにする会 会長 大内清一 

（１）補助金名 平成２６年度那珂湊地区漁港をきれいにする会補助金 

（２）補助金額 ６００，０００円 

（３）所管課  経済部水産課 

 

 

第２ 監査の主眼及び方法 

監査の対象とした補助事業に係る所管課並びに団体の事務事業の執行が，それぞれ法令

等に準拠して適正に行われたか，また，補助金が交付条件に沿って適切に使用され，かつ，

その実績が補助の目的に照らして効果的なものであったか，さらに団体に対する所管課の

指導監督が適切に行われていたかどうか等を主眼に監査を行った。 

監査にあたっては，所管課及び団体から提出された補助金交付関係書類，事務事業の概

要，事業実施状況，収支の会計経理に係る諸帳簿及び証拠書類の審査を行うとともに，事

業内容及び経理内容の実態等について関係者からの説明を聴取した。 

 

第３ 監査の期間と内容聴取日 

 期   間：平成２７年 ９月 ２日～平成２７年１０月２１日 

内容聴取日：平成２７年１０月 ２日 

 

第４ 監査を執行した監査委員 

山田  篤 

佐藤 良元 

 

第５ 監査の結果 

各団体について監査した結果は，次のとおりである。 
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【ひたちなか市認定農業者の会】 

１ 補助の概要 

（１） 補助の目的 

市が地域農業の中心的担い手と位置付ける認定農業者が行う事業に要する経費に

対し補助金を交付する。 

（２） 補助の内容 

認定農業者の会に係る経費のうち，会議等の費用，全国農業担い手サミット参加

費，地域農産物ＰＲ事業に係る経費，研修会講師謝礼，茨城県認定農業者協議会負

担金，及び消耗品を含む事務費に要する経費を補助対象経費とする。補助金の額は

予算の範囲内とし，補助対象経費に対する補助率は２分の１以内とする。 

（３） 事業期間 

平成２６年４月１日から平成２７年３月３１日 

（４） 補助金交付事務手続き 

 交付申請   平成２６年 ７月１０日 

 交付決定通知 平成２６年 ７月１１日 

 交付請求   平成２６年 ７月１１日 

 補助金交付  平成２６年 ７月２５日 

 実績報告   平成２７年 ５月１２日 

 

２ 団体の事業概要 

（１）団体の目的 

農業経営基盤強化促進法に基づく認定農業者が，相互交流を図りながら，自らの

経営改善意欲を高め，地域農業の担い手として魅力とやりがいのある農業経営の実

現を図ることを目的とする。 

（２）団体の組織 

本会の設立は平成１０年度で，平成２６年度は９２名の認定農業者（会員登録者）

で組織されており，ひたちなか市経済部農政課に事務局を置き運営している。 

（３）平成２６年度補助事業実施状況 

農業経営に関する講演会や勉強会の開催，及び全国農業担い手サミットへの参加

などにより地域農業の担い手の育成を図るとともに，農業経営改善計画認定更新予

定者を対象とした経営相談会を行った。 

また，ひたちなか市産業祭や那須塩原市「那須野巻狩まつり」への参加により，

ひたちなか市の農産物のＰＲ活動を行った。 

さらに茨城県オリジナル水稲品種「ふくまる」の栽培研究を平成２７年度から実

施するため，その事前準備として種籾の購入や実証圃場の土壌分析調査を行った。 
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（４）平成２６年度収支決算状況 

団体より提出された事業の収支決算状況は次表のとおりである。 

 

（収 入）                             （単位：円） 

科  目 
当初予算額 

(a) 
補正額 

(b) 
予算現額(c) 

(a)+(b) 決算額(d) 
比較増減(e) 

(d) - (c) 
備 考 

会費 276,000  276,000 276,000 0 3,000 円×92 人 

市補助金 300,000  300,000 300,000 0 ひたちなか市 

農協補助金 100,000  100,000 100,000 0 常陸農業協同組合 

負担金 544,000  544,000 506,100 △37,900 総会懇談会,ｻﾐｯﾄ参加費 

雑収入 33  33 37 4 預金利子等 

繰越金 47,967  47,967 47,967 0 平成 25 年度より 

合  計 1,268,000  1,268,000 1,230,104 △37,896  

 

（支 出）                            （単位：円） 

科  目 
当初予算額 

(a) 
補正(流用)

額(b) 
予算現額(c) 

(a)+(b) 決算額(d) 
不用額(e) 

(c) - (d) 
備 考 

会議費 610,000  610,000 582,250 27,750 総会,役員会等 

事業費 636,000  636,000 560,797 75,203 

全国担い手ｻﾐｯﾄ参加費,

地域農産物 PR 事業にか

かる経費,研修会講師謝

礼等 

負担金 16,000  16,000 15,324 676 県協議会負担金 

事務費 4,000  4,000 1,387 2,613 消耗品費 

予備費 2,000  2,000 0 2,000  

合  計 1,268,000  1,268,000 1,159,758 108,242  

 

収入決算額 1,230,104 円 

支出決算額 1,159,758 円 

差引残額 70,346 円 

なお，差引残額については，翌年度へ繰越しとなっている。 
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３ 監査の結果 

 補助事業に係る所管課並びに団体の事務の執行状況は，所定の手続き等により概ね適

正に行われており，また，事業実績内容も補助の目的に照らして一定の成果が認められ

た。 

 なお，補助金に係る団体の経理状況は諸帳簿及び支出証拠書類等を照合した結果，計

数は正確であると認められたが，会計処理等において，一部改善が必要と思われるもの

が見受けられた。 

 

（意見及び指摘事項等） 

・団体の会計経理において，年会費の取り扱いについては，納入期限（期間）を定

めていないため，年度内に随時３０回を超える収入処理事務が発生しており，ま

た，納入後速やかに口座へ入金されていないものも見受けられたので，これらを

改善するための事務手続きに関する諸規程の整備について検討されるよう，団体

との協議調整を図られたい。 

 

・団体には，（１）干しいも研究部会，（２）園芸流通研究部会，（３）女性経営流通

部会，（４）良質米「ふくまる」栽培研究部会の４つの専門部会が設置されている

が，それぞれの部会の専門的な事業活動内容の充実が図られるよう，所管課とし

てもより一層の指導助言に努められたい。 
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【一般社団法人 ひたちなか青年会議所】 

１ 補助の概要 

（１） 補助の目的 

身近な音楽を通して本市を全国に広報するとともに，次世代を担う青少年の交流

機会の創造及び健全育成に資することを目的とする。 

（２） 補助の内容 

ティーンズロックインひたちなかに係る事業に要する経費のうち，会場の設営及

び撤去，運営，広告宣伝に要する経費，その他市長が必要と認める経費を補助対象

経費とする。補助金の額は予算の範囲内とし，補助対象経費に対する補助率は２分

の１以内とする。 

（３） 事業期間 

平成２６年４月１日から平成２６年１１月２８日 

（４） 補助金交付事務手続き 

 交付申請   平成２６年 ６月１３日 

 交付決定通知 平成２６年 ６月２３日 

 交付請求   平成２６年 ７月 ４日 

 補助金交付  平成２６年 ７月２３日 

 実績報告   平成２６年１１月２１日 

 

２ 団体の事業概要 

（１）団体の目的 

 本団体は，地域社会及び国家の発展を図り，会員の連携と指導力の啓発に努める

とともに，国際的理解を深め，世界の繁栄と平和に寄与することを目的とする。 

（２）団体の組織 

本団体は，２０歳以上４０歳以下の品格ある青年で，同会の趣旨・目的に賛同す

る者で組織され，事業別に委員会が設置され，各委員会には委員長が置かれている。 

（３）平成２６年度補助事業実施状況 

茨城県内の高校生を中心とする実行委員会の組織を編成し，全国各地から選出し

た高校生を中心とする代表１５バンドによる競演を平成２６年８月７日に行った。

本大会を通じ，次代を担う全国の青少年の交流機会を創造すると共に，青少年の目

的に向かい邁進する強い心と健全で明るい精神育成が図れた。また，身近な音楽を

通じ，本市を全国に向けて広くＰＲする事が出来た。さらに，ティーンズロックア

ジアでは，韓国の仁川（インチョン）へ５バンドの派遣を行った。 
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（４）平成２６年度収支決算状況 

団体より提出された事業の収支決算状況は次表のとおりである。 

 

（収 入）                             （単位：円） 

科  目 
当初予算額 

(a) 
補正額 

(b) 
予算現額(c) 

(a)+(b) 決算額(d) 
比較増減(e) 

(d) - (c) 
備 考 

市補助金 2,900,000  2,900,000 2,900,000 0  

協賛金 2,950,000 △1,000,000 1,950,000 1,930,000 △20,000 企業協賛 

雑収入 50,000 100,000 150,000 145,617 △4,383 売上収入,利息 

借入金 0  0 0 0  

自己資金 0 2,000,000 2,000,000 1,998,338 △1,662 個人負担等 

繰越金 24,431  24,431 24,431 0  

合  計 5,924,431 1,100,000 7,024,431 6,998,386 △26,045  

 

（支 出）                            （単位：円） 

科  目 
当初予算額 

(a) 
補正(流用)額

(b) 
予算現額(c) 

(a)+(b) 
決算額 

(d) 
不用額(e) 

(c) - (d) 
備 考 

会場設営費 2,295,221 △795,221 1,500,000 1,413,900 86,100 ｽﾃｰｼﾞ設営費等 

運営費 2,460,000 2,040,000 4,500,000 4,488,451 11,549 人件費,渡航費等 

広報費 1,106,000 △281,569 824,431 752,454 71,977 ﾎﾟｽﾀｰ制作費等 

雑費 63,210 136,790 200,000 166,999 33,001 保険料,通信費等 

予備費 0  0 0 0  

返済金(借入金) 0  0 0 0  

合  計 5,924,431 1,100,000 7,024,431 6,821,804 202,627  

 

収入決算額  6,998,386 円 

     支出決算額  6,821,804 円 

     差引残額    176,582 円 

なお，差引残額については，翌年度へ繰越しとなっている。 
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３ 監査の結果 

 補助事業に係る所管課並びに団体の事務の執行状況は，一部改善が必要と思われるも

のが見受けられたが，事業実績内容は補助の目的に照らして一定の成果が認められた。 

なお，補助金に係る団体の経理状況は諸帳簿及び支出証拠書類等を照合した結果，計

数は概ね正確であると認められたが，会計処理等において，改善を要するものが見受け

られた。 

 

（意見及び指摘事項等） 

・団体から提出された収支予算書及び収支決算書に計上した前年度からの繰越金に

ついて，金額を誤って計上していたため，実際の決算内容と一致していない点が

見受けられたので適正な事務処理について，団体への指導監督を徹底されたい。 

 

・平成２６年度の補助事業については，ティーンズロックインひたちなか及びティ

ーンズロックアジアに係る事業を補助対象として補助金を交付しているが，補助

金交付要綱では「ティーンズロックインひたちなかに係る事業とする」と規定さ

れているだけで，アジア大会に関する表示は無かった。補助金交付要綱の策定に

あたっては，より明確な規定内容となるよう見直し等を検討されたい。 

 

・団体の会計処理において，領収証の宛名，支出目的，証拠書類が不備なものが見

受けられたので，団体に対して，適切な指導監督に努められたい。 

 

・ティーンズロック事業においては毎年度，年度当初からの支出が発生しており，

これらに対応するため，補助金が交付されるまでの間，団体の他会計からの借入

れによる運営資金の立替払いが見受けられたので，補助金の早期交付等について

団体との調整を図られたい。 

 

・毎年補助金を交付している事業については補助金の交付審査や補助事業の実績確

認等が形式的かつ，おろそかになりがちなので，所管課における適切な事務の執

行の徹底と，団体に対する一層の指導助言に努められたい。 
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【那珂湊地区漁港をきれいにする会】 

１ 補助の概要 

（１） 補助の目的 

那珂湊地区の漁港及び同漁港周辺における公衆衛生の向上と，より良い漁港環境

の整備を図ることを目的とする。 

（２） 補助の内容 

那珂湊地区漁港をきれいにする会が行う，漁港区域内汚染防止のための啓蒙活動

及び漁港区域内の清掃整理活動に要する経費を補助対象経費とする。補助金の額は

予算の範囲内とする。 

（３） 事業期間 

平成２６年４月１日から平成２７年３月３１日 

（４） 補助金交付事務手続き 

 交付申請   平成２６年 ８月 ７日 

 交付決定通知 平成２６年 ８月１１日 

 交付請求   平成２６年 ８月１３日 

 補助金交付  平成２６年 ８月２９日 

 実績報告   平成２７年 ５月１２日 

 

２ 団体の事業概要 

（１）団体の目的 

    那珂湊地区漁港及びその関係周辺における漂流物，塵芥等の除去，投捨ての防止等

に関する事業を行い漁港区域内の清潔を保持し，船舶航行の安全を図り，あわせて

公衆衛生の向上と住みよい環境の整備に資することを目的とする。  

（２）団体の組織 

     水産業関連団体及び漁港地区内企業・鮮魚店の合計１３会員で構成されている。 

（３）平成２６年度補助事業実施状況 

   那珂湊漁協女性部と磯崎漁協婦人部に委託している毎月１回の清掃作業，那珂湊漁

協組合員及び磯崎漁協組合員による年末一斉漁港清掃のほか，随時漁港内を見回り

清掃を行った。 
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（４）平成２６年度収支決算状況 

団体より提出された事業の収支決算状況は次表のとおりである。 

 

（収 入）                             （単位：円） 

科  目 
当初予算額 

(a) 
補正額 

(b) 
予算現額(c) 

(a)+(b) 決算額(d) 
比較増減(e) 

(d) - (c) 
備 考 

会費 480,000  480,000 480,000 0 会員１３団体 

負担金及び補助金 900,000  900,000 900,000 0 

茨城県 

300,000 円 

ひたちなか市 

600,000 円 

雑収入 161  161 57 △104 預金利息 

繰越金 62,839  62,839 62,839 0 前年度繰越金 

合  計 1,443,000  1,443,000 1,442,896 △104  

 

（支 出）                            （単位：円） 

科  目 
当初予算額 

(a) 
補正(流用)

額(b) 
予算現額(c) 

(a)+(b) 決算額(d) 
不用額(e) 

(c) - (d) 
備 考 

会議費 30,000  30,000 0 30,000  

事務費 30,000 △17,000 13,000 0 13,000  

事業費 1,383,000 17,000 1,400,000 1,390,368 9,632 
漁港内清掃, 

啓蒙宣伝費等 

雑費 0  0 0 0  

合  計 1,443,000 0 1,443,000 1,390,368 52,632  

 

収入決算額   1,442,896 円 

     支出決算額   1,390,368 円 

     差引残額      52,528 円 

     なお，差引残額については，翌年度へ繰越となっている。 
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３ 監査の結果 

 補助事業に係る所管課並びに団体の事務の執行については，一部改善が必要と思われ

るものが見受けられたが，事業実績内容は補助の目的に照らして一定の効果が認められ

た。 

なお，補助金に係る団体の経理状況は諸帳簿及び支出証拠書類等を照合した結果，計

数は正確であると認められたが，会計処理および補助金の使途に関し改善や見直しが必

要と思われるものが見受けられた。  

 

（意見及び指摘事項等） 

・団体の事務事業の執行に関して，那珂湊漁業協同組合女性部及び磯崎漁業協同組

合婦人部に委託している清掃業務について，委託契約を締結し，業務の履行確認

と必要書類等の作成及び保存が適切に行われるよう団体への指導助言に努められ

たい。 

 

・補助の対象とした事業が，補助金交付要綱や補助の効果等に照らして適切な補助

対象経費であるかどうか，やや疑義が生じるものがあるので，事業内容の見直し

について団体との調整を図られたい。また，補助の効果を随時検証しながら団体

に対する将来的な補助のあり方を検討されたい。 

 

・団体の会計処理において，見積書や請求書，納品書の宛名が団体の事務局が置か

れている「那珂湊漁業協同組合」宛となっているものが見受けられた。関係書類

等については那珂湊漁業協同組合と団体を明確に区別して会計処理を行なうよう

指導されたい。また，年度をまたいだ支出が見られたほか，担当者以外の責任者

の決裁がないために責任の所在が不明確な支出があったことから，これらの点に

ついても適切な指導をされたい。 

 

・毎年補助金を交付している事業については補助金の交付審査や補助事業の実績確

認等が形式的かつ，おろそかになりがちなので，所管課における適切な事務の執

行の徹底と，団体に対する一層の指導助言に努められたい。 

 

 

 


